
高砂市水洗便所改築費融資あっせん制度要綱 (平成28年４月１日高砂市上下水道事業訓令第５号)

最終改正:

改正内容:平成28年４月１日高砂市上下水道事業訓令第５号 [平成28年４月１日]

○高砂市水洗便所改築費融資あっせん制度要綱

平成28年４月１日高砂市上下水道事業訓令第５号

高砂市水洗便所改築費融資あっせん制度要綱

（目的）

第１条　この要綱は、下水道法（昭和33年法律第79号）第２条第８号に規定する処理区域内で、くみ取便所等を水洗便所（汚水管が同条第３号

に規定する公共下水道に連結されるものをいう。以下同じ。）に改築しようとする者に対し、その改築に必要な資金（以下「改築資金」という。）を

融資あっせんすることにより、水洗便所の普及を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

（融資基金）

第２条　前条の目的を達成するため、上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は、特定の金融機関に対し必要と認める金額を融資基金と

して預託し、当該金融機関はこの基金を基礎として自己資金を加えて、管理者のあっせんによりくみ取便所等を水洗便所に改築しようとする者

に対して改築資金を預託額の３倍を下らない金額の範囲内で融資するものとする。

（融資の対象）

第３条　融資を受けることができる者は、改築資金を必要とする家屋の所有者又はその同意を得た当該家屋の使用者であって、次に掲げる要

件を備えるものとする。

(１)　独立の生計を営み、かつ、借入金の償還能力を有すること。

(２)　市税、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと。

(３)　その他管理者が適当と認める要件

（融資基金の使途）

第４条　融資基金の使途は、くみ取便所等を水洗便所に改築するために必要な排水設備工事費に限るものとする。

（融資の額等）

第５条　融資の額は、１件当たり50万円以内とする。この場合において、１万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

２　融資は、１戸当たり２件を限度として行うものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

（融資の手続）

第６条　融資を受けようとする者は、高砂市水洗便所改築資金融資あっせん申込書（様式第１号）及び高砂市水洗便所改築資金融資借入申込

書（様式第２号。以下「借入申込書」という。）に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(１)　市税の完納の事実を証する書面

(２)　当該年度の所得証明書

(３)　健康保険証の写し

(４)　改築工事に関する設計見積書

(５)　融資を受けようとする者が家屋の所有者と異なるときは、所有者の承諾書

（連帯保証人等）

第７条　融資を受けようとする者は、次に掲げる要件を備える連帯保証人１人を立てなければならない。

(１)　原則として市内に住所を有すること。

(２)　独立の生計を営み、かつ、損失を補償する資力を有すること。

(３)　市税、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと。

(４)　その他管理者が適当と認める要件

２　前項の規定にかかわらず、融資を受けようとする者が金融機関の指定する保証機関の保証を受けることができる場合は、連帯保証人を要し

ないものとする。この場合において、保証機関の保証を受けるための保証料は、融資を受けようとする者の負担とする。

（融資あっせんの決定等）

第８条　管理者は、高砂市水洗便所改築資金融資あっせん申込書を受理したときは、融資あっせんの可否を決定し、高砂市水洗便所改築資金

融資あっせん承認・不承認通知書（様式第３号）により、当該申込みをした者に通知するものとする。

２　管理者は、前項の規定による融資あっせんの承認をした者に係る改築工事の完了検査を行ったときは、速やかに、借入申込書を当該申込み

をした者に交付するものとする。

（融資の決定）

第９条　金融機関は、前条第２項の規定による交付があった借入申込書の提出があったときは、貸付けの可否及び貸付金額を決定し、上下水

道部及び当該提出をした者に通知しなければならない。

（償還方法及び期限）

第10条　償還の方法は、貸し付けた日の属する月の翌月から50箇月以内の均等月賦償還とする。この場合において、１月当たりの償還額は、

１万円以上となるようにしなければならない。

２　融資を受けた者は、期限前において繰上償還をすることができる。

（利子補給）

第11条　融資の額に係る利子は、管理者が補給する。ただし、融資を受けた者の責任により生じた利子については、補給しないものとする。

（期限前の返還）
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第12条　管理者は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資を受けた資金の全部又は一部を期限前に返還させることが

できる。

(１)　虚偽その他の不正の行為により融資を受けたとき。

(２)　正当な理由がなく融資金の償還を怠ったとき。

(３)　その他管理者が必要と認めたとき。

（改築工事の施工）

第13条　融資を受ける改築工事は、高砂市下水道排水設備指定工事店に施工させなければならない。

（補則）

第14条　この要綱に規定のない事項については、金融機関と協議の上、別に定める。

附　則

この要綱は、公布の日から施行する。
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様式第１号（第６条、第８条関係）

2026/01/30 10:25 高砂市水洗便所改築費融資あっせん制度要綱 高砂市例規集（兵庫県）

https://asa-jg.daiichihoki.asp.lgwan.jp/newsearch/SrPrF12/init 3/5



様式第２号（第６条、第８条、第９条関係）
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様式第３号（第８条関係）
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